
くらしの情報 G o o d  L i f e  I n f o r m a t i o n

Good Life Information

生活便利帳

▶役場（時間外・休日の直通）
☎282-1111

▶教育委員会
（カルチャーセンター）

☎282-0888
▶スポーツセンター

☎282-4111
▶恐竜博物館

☎282-4051
▶天君ダム

☎284-2057
▶御船町甲佐町衛生施設組合
（ゴミ焼却場）☎282-0688
▶吉無田高原「緑の村」

☎285-2210
▶浄水センター

☎282-7066
▶御船地区衛生施設組合
（し尿処理場）☎282-2970
▶社会福祉協議会

☎282-0785
▶上益城消防署

☎282-1955
▶御船警察署

☎282-1110
▶上益城地域振興局

☎282-2111
▶御船保健所

☎282-0016
▶御船町地域包括支援センター

☎282-2911
▶眺世庵

☎282-0806

▼
相
談
時
間　

13
時
〜
16
時

▼
相
談
方
法　

来
所
ま
た
は
電
話

▼
場
所　

県
し
ご
と
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー　

熊
本
市
中
央
区
水
道
町
８
|
６

▼
問
い
合
わ
せ

労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

☎
3
5
2
-3
6
1
3

起
業
や
会
社
の
経
営
改
善
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！

県
立
図
書
館
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
事
業

と
し
て
図
書
館
の
特
性
を
活
か
し
、
専
門
相

談
員
に
よ
る
「
起
業
・
経
営
相
談
会
」
と
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
県
立
図
書
館
の
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
事
業

①
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

司
書
が
、
起
業
・
経
営
に
関
す
る
資
料
探

し
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

②
起
業
・
経
営
相
談

（
毎
週
日
曜
日
午
後
開
催
）
要
予
約

③
セ
ミ
ナ
ー

▽
内
容　
『
身
近
な
起
業
家
に
学
ぶ
』

▽
期
日　

３
月
１
日
土

▽
時
間　

13
時
〜
15
時
40
分

※
終
了
後
、
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
会
場　

県
立
図
書
館
３
階
大
研
修
室

▽
参
加
費
無
料
（
要
事
前
申
込
み
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県
立
図
書
館　

☎
3
8
4
-5
0
0
0

「
高
齢
者
」の
た
め
の
無
料
就
職
相
談
窓
口

働
く
意
欲
の
あ
る
高
齢
者
に
仕
事
の
相
談

や
紹
介
を
し
ま
す
。
生
き
が
い
や
健
康
づ
く

り
・
安
定
し
た
生
活
維
持
の
た
め
に
、
知
識

や
経
験
を
生
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

エ
コ
活
動
上
益
城
協
議
会
で
は
、
地
球
温

暖
化
防
止
活
動
の
一
環
と
し
て
、
今
年
も
ラ

イ
ト
ダ
ウ
ン
を
実
施
し
ま
す
。

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
と
は
、
商
業
施
設
の
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
や
家
庭
の
照
明
を
一
時
的
に
消
灯

し
、
み
ん
な
が
省
エ
ネ
や
地
球
温
暖
化
対
策

を
考
え
る
き
っ
か
け
作
り
と
な
る
イ
ベ
ン
ト

で
す
。
エ
コ
活
動
上
益
城
協
議
会
で
は
、
県

の
イ
ベ
ン
ト
日
程
に
合
わ
せ
て
、
２
月
４
日

の
20
時
45
分
か
ら
21
時
の
15
分
間
実
施
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
あ
な
た
の
ご
家
庭
も
ラ
イ
ト
ダ

ウ
ン
に
参
加
し
、 

み
ん
な
で
省
エ
ネ
や
地
球
温

暖
化
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
内
容　

15
分
間
の
消
灯
を
実
施

▼
日
時　

２
月
４
日
火　

20
時
45
分
〜
21
時

▼
問
い
合
わ
せ　

エ
コ
活
動
上
益
城
協
議
会 

☎
0
9
0
-6
4
7
6
-7
3
9
8（
山
口
）

☎
0
9
0
-5
7
3
9
-1
0
1
8（
松
本
）

特
定
テ
ー
マ
ご
と
の
労
働
相
談

２
月
と
３
月
の
第
１
・
第
３
水
曜
日
に
、

特
定
テ
ー
マ
ご
と
の
労
働
相
談
を
実
施
し
ま

す
。
費
用
は
無
料
で
す
。
相
談
は
、
専
門
の

相
談
員
（
社
会
保
険
労
務
士
）
が
応
対
し
、

そ
の
他
の
労
働
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
テ
ー
マ

▽
２
月 

「
未
払
い
賃
金
（
未
払
い
残
業
代
）

に
つ
い
て
」

▽
３
月 

「
解
雇
、
退
職
勧
奨
・
退
職
、
雇
い

止
め
に
つ
い
て
」

▼
期
日　

２
月
５
日
水
・
19
日
水

３
月
５
日
水
・
19
日
水

jp

消
費
税
法
改
正
等
に
関
す
る
お
知
ら
せ

消
費
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
４
月

１
日
か
ら
「
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
」

の
税
率
が
、
５
％
か
ら
８
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
国
税
庁
に
お

い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.

nta.go.jp

）
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
欄
に
「
消
費
税

法
改
正
の
お
知
ら
せ
（
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
関
係
）」
の
特
集
ペ
ー
ジ
を
設
け
、

改
正
内
容
等
の
広
報
・
周
知
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
消
費
税
等
の
主
な
改
正
内
容
を
記

載
し
た
「
消
費
税
法
改
正
等
の
お
知
ら
せ
」

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）
に
つ
い
て
も
、
各
税
務
署

の
窓
口
に
備
え
付
け
て
お
り
ま
す
。
消
費
税

法
改
正
等
に
関
し
て
、
お
分
か
り
に
な
り
に

く
い
点
や
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
最
寄
り
の
税
務
署
（
改
正

消
費
税
相
談
コ
ー
ナ
ー
）に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

熊
本
東
税
務
署　

☎
3
6
9
-5
5
6
6

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
「
２
」
番
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

宅
な
ど
の
耐
震
対
策
に
関
す
る
講
演
会
を
開

催
し
ま
す
。

▼
日
時　

２
月
15
日
土　

14
時
〜
16
時

▼
場
所　

や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

（
八
代
市
新
町
５
番
20
号
）

▼
テ
ー
マ　

あ
な
た
の
家
は
大
丈
夫
？

〜
震
災
か
ら
学
ぶ
耐
震
対
策
〜

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
方
法　

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル　

に
氏
名
、
電
話
番
号
、
住
ん
で
る
市
町
村　

名
を
記
載
し
、
県
建
築
課
ま
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
県
建
築
課
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

県
建
築
課　

☎
3
3
3
-2
5
3
5

Ｆ
Ａ
Ｘ 

3
8
4
-9
8
2
0

メ
ー
ル

kenchiku@
pref.kumamoto.lg.jp

jp

第
10
回
森
林
自
然
観
察
・
体
験
教
室

沿
海
部
の
植
生
と
冬
芽
を
観
察
し
、
昼
食

時
に
ダ
ッ
チ
オ
ー
ブ
ン
で
野
外
ク
ッ
キ
ン
グ

の
実
演
を
し
ま
す
。

▼
期
日　

２
月
16
日
日

知
お

ら
せ

う
な
ぎ
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

う
な
ぎ
の
資
源
保
護
の
た
め
、
県
内
全
域

に
お
い
て
、
平
成
25
年
10
月
１
日
〜
平
成
26

年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
、
う
な
ぎ
の
採
捕

が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
違
反
し
た
場
合
は
、

罰
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
採
捕
禁
止
の
う
な
ぎ

　

全
長
21
㎝
を
超
え
る
う
な
ぎ

※
全
長
21
㎝
以
下
の
う
な
ぎ
は
、
年
間
を

通
し
て
採
捕
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
禁
止
期
間

平
成
25
年
10
月
１
日
〜
平
成
26
年
３
月
31
日

▼
禁
止
区
域

　

県
内
の
海
面
お
よ
び
内
水
面

▼
問
い
合
わ
せ

　

農
業
振
興
課
農
林
企
画
係

　

☎
2
8
2
-1
6
0
7

耐
震
対
策
講
演
会
を
行
い
ま
す

県
で
は
、
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
の
住

▼
時
間　

10
時
〜
14
時

受
付
９
時
30
分
〜
（
小
雨
決
行
）

▼
場
所　

八
代
市
妙
見
創
造
の
森

▼
集
合
場
所　

妙
見
創
造
の
森
駐
車
場

（
八
代
市
妙
見
町
大
平
）

▼
募
集
定
員　

40
名

▼
参
加
費　

８
０
０
円

（
保
険
料
及
び
資
料
代
、
小
学
生
以
下

２
０
０
円
）

▼
申
込
方
法　
「
第
10
回
森
林
自
然
観
察
・

体
験
教
室
申
し
込
み
」、
氏
名
、
年
齢
、

住
所
、
電
話
番
号
を
記
載
し
て
ハ
ガ
キ
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
で
１
月
20
日
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
受
付

は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

県
森
林
保
全
課
み
ど
り
保
全
班

☎
3
3
3
-2
4
5
0

〒
8
6
2
-8
5
7
0
（
住
所
記
載
不
要
）

Ｆ
Ａ
Ｘ 

3
8
5
-6
2
4
7

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

shinrinhozen@
pref.kumamoto.lg.jp

▼
窓
口
開
設
日　

毎
週
月
曜
・
水
曜
・
金
曜

※
祝
日
・
振
替
休
日
は
休
み

▼
開
設
時
間　

10
時
〜
16
時

▼
窓
口
案
内

【
求
職
者
向
け
】

本
人
の
希
望
と
能
力
に
応
じ
た
仕
事
を

紹
介
し
ま
す
。

【
事
業
主
向
け
】

高
齢
者
に
適
す
る
求
人
の
申
し
込
み
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
求
職
の
申
し
込
み

履
歴
書
を
持
っ
て
、必
ず
本
人
が
来
所
し
、

所
定
の
求
職
票
に
記
入
し
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。
希
望
の
仕
事
が
あ
っ
た
場
合
は
、
求

人
事
業
所
と
面
接
日
時
な
ど
を
打
ち
合
わ
せ

し
て
紹
介
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

　
　
　
（
上
益
城
地
域
振
興
局
福
祉
課
内
）

☎
2
8
2
-6
7
7
6

派
遣
労
働
者
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

派
遣
労
働
者
や
こ
れ
か
ら
派
遣
労
働
と
い

う
働
き
方
を
考
え
て
い
る
人
を
対
象
に
、
労

働
者
派
遣
制
度
や
労
働
基
準
法
な
ど
の
労
働

関
係
法
令
に
つ
い
て
の
説
明
会
と
派
遣
労
働

に
関
す
る
こ
と
や
正
社
員
へ
の
就
職
な
ど
に

関
す
る
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
・
場
所

▽
１
月
21
日
火　

13
時
30
分
〜
16
時

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
熊
本（
熊
本
市
中
央
区
大
江
）

　

☎
0
9
6
-3
7
1
-8
6
0
9

▽
１
月
24
日
金　

13
時
30
分
〜
16
時

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池
（
菊
池
市
隈
府
）

　

☎
0
9
6
8
-2
4
-8
6
0
9

▽
１
月
28
日
火　

13
時
30
分
〜
16
時

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
代
（
八
代
市
清
水
町
）

　

☎
0
9
6
5
-3
1
-8
9
0
9

▼
内
容　

▽
説
明
会
…
労
働
者
派
遣
法
と
労
働
者
派
遣

の
し
く
み

▽
相
談
会
…
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
こ
と
や

正
社
員
へ
の
就
職
な
ど
の
相
談

▼
定
員　

各
30
人
（
先
着
順
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

熊
本
労
働
局
需
給
調
整
事
業
室

☎
2
1
1
-1
7
3
1

ま
た
は
、
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で

法
律
相
談
を
無
料
で
行
い
ま
す

困
り
事
や
悩
み
事
の
法
律
相
談
を
無
料
で

行
い
ま
す
。
相
談
は
、
弁
護
士
、
人
権
擁
護

委
員
、
行
政
相
談
委
員
が
話
を
伺
い
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
来

所
順
に
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日
時　

２
月
19
日
水　

10
時
〜
14
時

▼
場
所　

町
社
会
福
祉
協
議
会「
ひ
ば
り
荘
」

▼
内
容　
【
民
事
】
▽
金
銭
の
貸
し
借
り
▽

売
買
▽
交
通
事
故
▽
給
料
▽
土
地

▽
建
物
▽
登
記
―
な
ど

【
家
事
】
▽
離
婚
▽
養
育
費
▽
成

年
後
見
▽
相
続
▽
遺
産
―
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
2
8
2
-0
7
8
5

若
者
の
仕
事
探
し
を
手
伝
い
ま
す

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
は
、
若
者
の
就
職
を
サ
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